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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

当社のインドネシア子会社Ｐ．Ｔ．タイヨー シナール ラヤ テクニク（以下、「ＴＳＲＴ」と記載）よ

り、工事進行基準案件において、不適切な会計処理が行われていたことが判明したとの一報が平成 28 年５

月 23 日当社に入りました。直ちにＴＳＲＴにて実態調査を進め、更に、同年６月６日より、ＴＳＲＴに調

査チームを派遣、その後、調査委員会を設置し、決算数値への影響額、当該事態が発生した背景や原因な

どについて調査を進めてきました。 

その結果、ＴＳＲＴの過年度からの工事進行基準の計算において、工事収益が過大に計上されているこ

と及び工事損失引当金が適時に計上されていないことが判明したため、当社が過去に公表した連結財務諸

表について、会計処理等を訂正すべきであると判断しました。 

当社は、これまでに判明した事象、及びその他重要性の観点から修正を行わなかった事項の修正等を含

め、第 89 期（自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31 日）及び第 90 期（自 平成 26 年４月１日 

至 平成 27 年３月 31 日）の有価証券報告書、第 89 期（自 平成 25 年４月１日 至 平成 26 年３月 31

日）から第 91 期（自 平成 27 年４月１日 至 平成 28 年３月 31 日）までの四半期報告書を訂正するこ

とを、平成 28 年７月 26 日付取締役会で決議しました。 

これらにより、平成 26 年２月 10 日に提出した第 89 期第３四半期（自 平成 25 年 10 月１日 至 平成

25 年 12 月 31 日）四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第 24

条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

なお、四半期連結財務諸表の記載内容に係る訂正箇所については XBRL の修正も行いましたので、併せて

修正後の XBRL データ一式（表示情報ファイルを含む）を提出いたします。 

訂正後の四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けており、

その四半期レビュー報告書を添付しております。 

 

２ 【訂正事項】 

 

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

第２ 事業の状況 

３ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 

（1）業績の概況 

（2）財政状態の分析 

第４ 経理の状況 

２．監査証明について 

１ 四半期連結財務諸表 

（1）四半期連結貸借対照表 

（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

 注記事項 

（セグメント情報等） 

（１株当たり情報） 

 

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は  を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項につ

いては、訂正後のみを記載しております。 
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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
 

回次 
第88期 
第３四半期 
連結累計期間 

第89期 
第３四半期 
連結累計期間 

第88期 

会計期間 自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日

自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日 

自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日

売上高 (百万円) 101,141 109,841 153,333

経常利益 (百万円) 6,379 7,389 9,486

四半期(当期)純利益 (百万円) 3,288 3,651 4,763

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 5,107 5,799 8,757

純資産額 (百万円) 39,231 47,496 42,879

総資産額 (百万円) 85,686 98,255 101,822

１株当たり四半期(当期) 
純利益金額 (円) 92.39 102.61 133.84

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額 (円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 43.3 45.5 39.6

 

回次 
第88期 
第３四半期 
連結会計期間 

第89期 
第３四半期 
連結会計期間 

会計期間 自  平成24年10月１日
至  平成24年12月31日

自  平成25年10月１日 
至  平成25年12月31日 

１株当たり四半期純利益金額 (円) 33.96 33.19 

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しており、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。 

２ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載していない。 

 

２ 【事業の内容】 

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はない。 

 また、主要な関係会社についても異動はない。 
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第２ 【事業の状況】 

１ 【事業等のリスク】 

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生はない。  

当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクにつ

いて重要な変更があった事項は次のとおりである。 

見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクの項目番号

に対応したものである。 

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したも

のである。 
  

 (7) 規制当局による措置その他の法的手続に係るリスク 

当社グループは、事業を遂行するうえで、規制当局による措置その他の法的手続に関するリスクを

有している。規制当局による措置その他の法的手続により、当社グループに対して金銭的な賦課を課さ

れる、または事業の遂行に関する制約が加えられることにより、当社グループの事業、業績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性がある。 

 当社は、平成 24 年 11 月 27 日及び平成 25 年３月 13 日にそれぞれ、電力会社が発注する架空送電線

工事の取引及び地中送電ケーブル工事等の取引に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引

委員会による立入検査を受けた。当該調査に関し、当社は、平成 25 年 12 月 20 日に東京電力株式会社

が発注する地中送電ケーブル工事について排除措置命令及び 38 百万円の課徴金納付命令を受領し、平

成 26 年１月 31 日に関西電力株式会社が発注する架空送電線工事について排除措置命令及び 193 百万円

の課徴金納付命令を、関西電力株式会社が発注する地中送電ケーブル工事については 111 百万円の課徴

金納付命令をそれぞれ受領した。 

 

２ 【経営上の重要な契約等】 

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない。 

  

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

(1) 業績の概況 

当第３四半期連結累計期間における日本経済は、政府による経済対策の効果や海外経済の持ち直し

などを背景に生産が増加し、企業収益の改善が進むなど、緩やかな回復基調で推移した。 

 このような状況のもと、当社グループは、これまでの業績改善を支えてきた「質」の向上に引き続き

こだわるとともに、中期経営計画「Vision15」達成に向けた諸課題の解決にグループの総力を挙げて対

応し、安定的に収益を確保できる企業体質の一層の強化に向けて取り組んでいる。 

 当第３四半期連結累計期間の業績については、太陽光発電関連工事及び携帯電話基地局設置工事が堅

調に推移したことに加え、一般電気工事において工事量が増加したこと等により、受注高は 1,238 億

82 百万円（前年同期比 10.1％増）、売上高は 1,098 億 41 百万円（同 8.6％増）となった。利益面では、

売上高の増加、工事採算の改善により営業利益は 68 億 96 百万円（同 12.6％増）、経常利益は 73 億 89

百万円（同 15.8％増）、四半期純利益は 36 億 51 百万円（同 11.1％増）とそれぞれ増加した。 

 セグメント別では、設備工事業の受注高は 1,153 億 92 百万円（前年同期比 8.1％増）、売上高は

1,013 億 50 百万円（同 6.3％増）、セグメント利益は 62 億 66 百万円（同 4.7％増）となり、機器販売

を中心とするその他のセグメントでは、受注高及び売上高は 84 億 90 百万円（同 45.5％増）、セグメ

ント利益は６億 29 百万円（同 349.3％増）となった。 
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 (2) 財政状態の分析 

（資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末の資産の部は、主に工事代金回収が進み、受取手形・完成工事未収入金

等が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ 35 億 66 百万円減少の 982 億 55 百万円となった。 

 

（負債の部） 

当第３四半期連結会計期間末の負債の部は、主に支払手形・工事未払金等が減少したこと等により、

前連結会計年度末に比べ 81 億 83 百万円減少の 507 億 59 百万円となった。 

 

（純資産の部） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産の部は、主に利益剰余金が増加したこと等により、前連結会計

年度末に比べ 46 億 16 百万円増加の 474 億 96 百万円となった。 

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに発生した課題はない。 

 

(4) 研究開発活動 

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は１億 47 百万円である。 
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第３ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 73,000,000

計 73,000,000

 

② 【発行済株式】 
 

種類 
第３四半期会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成25年12月31日) 

提出日現在発行数(株)
(平成26年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 35,635,879 35,635,879
東京証券取引所 
市場第一部 単元株式数100株 

計 35,635,879 35,635,879 ― ― 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項なし。 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項なし。 

 

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項なし。 

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 
 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
(百万円) 

資本金残高
(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成25年10月１日～ 
平成25年12月31日 ─ 35,635 ─ 6,440 ─ 6,038

 

(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はない。 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成 25 年 12 月 31 日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 

普通株式 46,900
 

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 35,523,000
 

355,230 ― 

単元未満株式 普通株式 65,979
 

― １単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数 35,635,879 ― ― 

総株主の議決権 ― 355,230 ― 

(注) １ 単元未満株式には、当社所有の自己株式 60 株が含まれている。 

２ 上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が 300 株含まれている。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれている。 

３ 当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載する

ことができないことから、直前の基準日（平成 25 年９月 30 日）に基づく株主名簿により記載している。 

 

 

② 【自己株式等】 
平成 25 年 12 月 31 日現在 

所有者の氏名 
又は名称 所有者の住所 

自己名義
所有株式数
(株) 

他人名義
所有株式数
(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

（自己保有株式） 
住友電設株式会社 

大阪市西区阿波座 
２丁目１番４号 46,900 ― 46,900 0.13

計 ― 46,900 ― 46,900 0.13

 

  

 

２ 【役員の状況】 

該当事項なし。 
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第４ 【経理の状況】 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成 19

年内閣府令第 64 号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和 24 年建設省令第 14 号）に準じて記

載している。 

 

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成 25 年 10 月

１日から平成 25 年 12 月 31 日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成 25 年４月１日から平成 25 年 12 月

31 日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けて

いる。 

 また、金融商品取引法第 24 条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出してい

るが、訂正後の四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けてい

る。 
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１ 【四半期連結財務諸表】 
(1) 【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

     
前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金預金 19,427 17,042

  受取手形・完成工事未収入金等 ※1 44,487 ※1 38,708

  未成工事支出金等 4,506 4,865

  その他 7,239 8,437

  貸倒引当金 △46 △28

  流動資産合計 75,614 69,025

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 7,239 7,470

   その他 11,561 11,647

    減価償却累計額 △7,446 △7,542

    その他（純額） 4,114 4,104

   有形固定資産合計 11,354 11,575

  無形固定資産   

   のれん 232 195

   その他 473 596

   無形固定資産合計 705 792

  投資その他の資産   

   投資有価証券 11,789 14,479

   その他 2,949 2,970

   貸倒引当金 △591 △587

   投資その他の資産合計 14,147 16,862

  固定資産合計 26,207 29,230

 資産合計 101,822 98,255

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 ※1 38,017 ※1 29,931

  短期借入金 1,542 1,444

  1年内償還予定の社債 － 310

  未払法人税等 1,350 614

  引当金 175 164

  課徴金引当金 － 343

  その他 9,784 9,558

  流動負債合計 50,870 42,366

 固定負債   

  社債 1,850 1,540

  長期借入金 1,004 471

  退職給付引当金 2,485 2,754

  役員退職慰労引当金 415 400

  その他 2,317 3,225

  固定負債合計 8,071 8,392

 負債合計 58,942 50,759
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（単位：百万円）

   
前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日) 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 6,440 6,440

  資本剰余金 6,038 6,038

  利益剰余金 23,882 26,786

  自己株式 △20 △25

  株主資本合計 36,340 39,240

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3,983 5,719

  繰延ヘッジ損益 4 0

  為替換算調整勘定 △38 △212

  その他の包括利益累計額合計 3,949 5,508

 少数株主持分 2,589 2,747

 純資産合計 42,879 47,496

負債純資産合計 101,822 98,255
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

  前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 101,141 109,841

売上原価 89,699 97,398

売上総利益 11,442 12,442

販売費及び一般管理費   

 従業員給料手当 1,994 2,178

 その他 3,321 3,368

 販売費及び一般管理費合計 5,316 5,546

営業利益 6,125 6,896

営業外収益  ･ 

 受取利息 71 116

 受取配当金 134 157

 為替差益 － 131

 その他 228 177

 営業外収益合計 435 583

営業外費用   

 支払利息 64 44

 為替差損 96 －

 コミットメントフィー 5 26

 その他 15 19

 営業外費用合計 181 89

経常利益 6,379 7,389

特別損失   

 課徴金引当金繰入額 － ※1 343

 特別損失合計 － 343

税金等調整前四半期純利益 6,379 7,046

法人税、住民税及び事業税 1,660 2,163

法人税等調整額 621 649

法人税等合計 2,281 2,813

少数株主損益調整前四半期純利益 4,098 4,233

少数株主利益 810 581

四半期純利益 3,288 3,651
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

  前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,098 4,233

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 879 1,736

 繰延ヘッジ損益 3 △3

 為替換算調整勘定 126 △165

 その他の包括利益合計 1,009 1,566

四半期包括利益 5,107 5,799

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 4,242 5,210

 少数株主に係る四半期包括利益 865 589
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【注記事項】 

(継続企業の前提に関する事項) 

  該当事項なし。 

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更) 

  該当事項なし。 

 

(会計方針の変更等) 

  該当事項なし。 

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理) 

  該当事項なし。 

 

(追加情報) 

  該当事項なし。 

 

(四半期連結貸借対照表関係) 

※１  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理し

ている。 

 なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日

満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理している。 
  

 前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

受取手形 258百万円 137百万円 

支払手形 380 635 

  
  

(四半期連結損益計算書関係) 

※１  課徴金引当金繰入額 

    当第３四半期連結累計期間(自  平成 25 年４月１日  至  平成 25 年 12 月 31 日) 

 独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受けていた件に関し、東京

電力株式会社が発注する地中送電ケーブル工事について 38 百万円の課徴金納付命令を、関西電力株

式会社の発注する架空送電線工事及び地中送電ケーブル工事について 305 百万円の課徴金納付命令を

それぞれ受領したことに伴い、合計 343 百万円を計上している。 

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第３

四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの

償却額は、次のとおりである。 
  

 
前第３四半期連結累計期間 
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日) 

減価償却費 468百万円 458百万円 

のれんの償却額 36 36 
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(株主資本等関係) 

前第３四半期連結累計期間(自 平成 24 年４月１日 至 平成 24 年 12 月 31 日) 

１. 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額
(百万円) 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月26日 
定時株主総会 普通株式 249 7 平成24年３月31日 平成24年６月27日 利益剰余金

平成24年10月30日 
取締役会 普通株式 213 6 平成24年９月30日 平成24年12月４日 利益剰余金

 

 ２. 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

    該当事項なし。 
  

３. 株主資本の著しい変動 

    該当事項なし。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成 25 年４月１日 至 平成 25 年 12 月 31 日) 

１. 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額
(百万円) 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日 
定時株主総会 普通株式 427 12 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

平成25年10月30日 
取締役会 普通株式 320 9 平成25年９月30日 平成25年12月３日 利益剰余金

 

 ２. 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの 

    該当事項なし。 
  

３. 株主資本の著しい変動 

    該当事項なし。 
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(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成 24 年４月１日  至  平成 24 年 12 月 31 日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

    (単位：百万円) 

 
報告セグメント その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期連結損益
計算書計上額
（注）３ 設備工事業 

売上高   

  外部顧客への売上高 95,304 5,836 101,141 ─ 101,141

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 15 689 705 △705 ─

計 95,320 6,526 101,847 △705 101,141

セグメント利益 5,985 140 6,125 0 6,125

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、空調機器・太陽光発電システム等

の販売、機器製作・修理及び給湯器の製造販売等を含んでいる。 

２ セグメント利益の調整額０百万円は、セグメント間取引消去に係るものである。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項なし。 

 

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成 25 年４月１日  至  平成 25 年 12 月 31 日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

    (単位：百万円) 

 
報告セグメント その他 

（注）１ 
合計 

調整額 

（注）２ 

四半期連結損益
計算書計上額
（注）３ 設備工事業 

売上高   

  外部顧客への売上高 101,350 8,490 109,841 ― 109,841

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高 71 801 872 △872 ―

計 101,422 9,291 110,714 △872 109,841

セグメント利益 6,266 629 6,895 0 6,896

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、空調機器・太陽光発電システム等

の販売、機器製作・修理及び給湯器の製造販売等を含んでいる。 

２ セグメント利益の調整額０百万円は、セグメント間取引消去に係るものである。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項なし。 
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(金融商品関係) 

   四半期連結財務諸表規則第 17 条の２の規定に基づき、注記を省略している。 

 

(有価証券関係) 

   四半期連結財務諸表規則第 17 条の２の規定に基づき、注記を省略している。 

 

(デリバティブ取引関係) 

   四半期連結財務諸表規則第 17 条の２の規定に基づき、注記を省略している。 

 

(企業結合等関係) 

   該当事項なし。 

 

(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりである。 
 

項目 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
至 平成25年12月31日) 

１株当たり四半期純利益金額 92円39銭 102円61銭

（算定上の基礎） 

四半期純利益金額(百万円) 3,288 3,651

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 3,288 3,651

普通株式の期中平均株式数(千株) 35,592 35,589

  (注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。 

 

(重要な後発事象) 

 該当事項なし。 

  

２ 【その他】 

第 89 期(平成 25 年４月１日から平成 26 年３月 31 日まで)中間配当については、平成 25 年 10 月 30

日開催の取締役会において、平成 25 年９月 30 日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のと

おり中間配当を行うことを決議し、配当を行っている。 

(1)配当金の総額 320百万円
 

(2)１株当たりの金額 ９円
 

(3)支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成25年12月３日

 

- 16 -



 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項なし。 
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独立監査人の四半期レビュー報告書 
  

平成 28 年７月 26 日 

住友電設株式会社 

取締役会  御中 
  

有限責任 あずさ監査法人 

  

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士  谷     尋  史  ㊞ 

 

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士    葛    西    秀    彦    ㊞ 

  

  
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている住
友電設株式会社の平成 25 年４月１日から平成 26 年３月 31 日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間
（平成 25 年 10 月１日から平成 25 年 12 月 31 日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成 25 年４月１日か
ら平成 25 年 12 月 31 日まで）に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半
期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
 
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務
諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実
施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 
 
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公
正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、住友電設株式会社及び連結子会社の平成 25
年 12 月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示し
ていないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
 
その他の事項 
四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正して
いる。なお、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成 26 年２月 10 日に四半期レビュー報
告書を提出した。 
 
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
 

以  上 

 
 
(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管している。 

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていない。 
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